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７
月
１
日
に　

歳
以
上
の
方
（
第
一

６５

号
被
保
険
者
）
へ
平
成　

年
度
介
護
保

１６

険
料
の
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

給
付
に
必
要
な
財
源
を
、　

歳
以
上
の

６５

方
（
第
一
号
被
保
険
者
）
と　

歳
〜　

４０

６４

歳
ま
で
の
方
（
第
二
号
被
保
険
者
）
に

納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
と
国
・
都
・

市
か
ら
の
公
費
（
税
金
）
で
賄
っ
て
い

ま
す
（
＝
表
１
）
。

　

み
な
さ
ん
に
支
払
っ
て
い
た
だ
く

保
険
料
が
、
み
な
さ
ん
の
介
護
を
支
え

て
い
ま
す
。
保
険
料
の
納
付
に
ご
理

解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調整額（５％）－調整交付金�
（第１号被保険者の負担）�

3.31％�

調整交付金�
（国の負担）�
1.69％�

国�
20.00％�

都�
12.50％�

市�
12.50％�

第１号被保険者�
18.00％�

第２号被保険者�
32.00％�

第１段階�
月額　　　�
1,665円�
年額　　　�
19,900円�

�
基準額�
×�
0.45

第２段階�
月額　　　�
2,590円�
年額　　　�
31,000円�

�
基準額�
×�
0.7

第３段階�
月額　　　�
3,700円�
年額　　　�
44,400円�

�
基準額�
×�
1

第４段階�
月額　　　�
4,625円�
年額　　　�
55,500円�

�
基準額�
×�
1.25

第５段階�
月額　　　�
5,550円�
年額　　　�
66,600円�

�
基準額�
×�
1.5

第６段階�
月額　　　�
7,400円�
年額　　　�
88,800円�

�
基準額�
×�
2

本人に住民税が課税されている�

合計所得金額が200万円以上である�

合計所得金額が500万円以上である�

同じ世帯（住民票上）に住民税を�
課税されている人がいる�

生活保護、または�
老齢福祉年金を受けている�

いいえ�

いいえ� はい�

いいえ�はい�

はい�

はい�

はい�いいえ�

いいえ�

・
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納
付
の

方
（
特
別
徴
収
）

　

４
月
１
日
現
在　

歳
以
上
で
老
齢
・

６５

退
職
年
金
を
年
額　

万
円
以
上
受
給
し

１８

て
い
る
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
保
険
料
が
特
別
徴
収

１５

さ
れ
て
い
る
方
（
平
成　

年　

月
か
ら

１５

１０

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
方
も
含
む
）

は
、
今
年
度
も
引
き
続
き
年
金
か
ら
の

天
引
き
と
な
り
ま
す
。

　

今
年
度
の
前
半
４
月
、
６
月
、
８
月

は
仮
徴
収
と
し
て
、
２
月
と
同
額
を
天

引
き
し
ま
す
。
後
半
の　

月
、　

月
、

１０

１２

２
月
（
翌
年
）
は
本
徴
収
と
し
て
、
今

回
決
定
し
た
年
間
保
険
料
額
か
ら
仮
徴

収
分
を
差
し
引
い
た
残
り
の
額
を
３
回

に
分
け
て
天
引
き
し
ま
す
。

　

な
お
、
８
月
分
の
金
額
が
６
月
分
よ

り
減
額
さ
れ
て
い
る
方
は
、
仮
徴
収
額

よ
り
本
徴
収
額
が
大
幅
に
少
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
８
月
分
を
減
額
し
本
徴
収

　

月
、　

月
、
２
月
分
を
増
額
す
る
こ

１０

１２

と
で
納
付
額
を
均
等
化
す
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

※
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、
老
齢
福

祉
年
金
だ
け
を
受
給
し
て
い
る
方
は
年

金
か
ら
の
天
引
き
の
対
象
に
は
な
り
ま

せ
ん
。

※
老
齢
・
退
職
（
基
礎
）
年
金
受
給
者

の
方
は
必
ず
「
現
況
届
」
を
提
出
期
限

ま
で
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
遅
れ
る
と

特
別
徴
収
に
該
当
す
る
方
も
普
通
徴
収

に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

・
納
付
書
・
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の

方
（
普
通
徴
収
）

　

納
付
書
に
よ
り
７
月
か
ら
翌
年
の
２

月
ま
で
８
期
に
分
け
て
各
納
期
限
ま
で

に
最
寄
り
の
銀
行
・
郵
便
局
ま
た
は
市

役
所
・
各
市
民
セ
ン
タ
ー
で
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
用
の
通
知
書
を
お
送
り
し

た
方
に
は
、
引
き
続
き
登
録
を
し
た
口

座
か
ら
各
納
期
限
に
介
護
保
険
料
を
引

　

７
月
６
日
に
平
成　

年
度
の
国
民
健

１６

康
保
険
の
納
税
通
知
書
を
世
帯
主
の
方

へ
お
送
り
し
ま
す
。

　

市
で
は
地
方
税
法
の
定
め
に
よ
り
賦

課
を
行
っ
て
お
り
、
国
民
健
康
保
険
税

は
、
医
療
保
険
分
と　

歳
以
上　

歳
未

４０

６５

満
の
方
の
介
護
保
険
分
の
合
算
が
月
割

り
で
課
税
さ
れ
ま
す
。
国
民
健
康
保
険

税
の
う
ち
、
医
療
分
は
医
療
費
に
充
て

ら
れ
、
介
護
分
は
、
介
護
納
付
金
と
し

て
国
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
に
つ

い
て
】

　

今
回
の
納
税
通
知
書
は
、
５
月
末
日

ま
で
の
手
続
き
内
容
及
び
５
月
末
日
ま

で
に
国
保
年
金
課
で
把
握
し
た
前
年
所

得
を
も
と
に
算
定
し
て
い
ま
す
。
従
っ

て
、
手
続
き
日
が
６
月
以
降
の
加
入
脱

退
や
国
保
年
金
課
で
６
月
以
降
に
把
握

し
た
所
得
内
容
は
反
映
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
ら
を
反
映
し
た
納
税
通
知
書

は
、
８
月
中
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。

【
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
】

　

保
険
税
の
お
支
払
い
は
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
下
さ
い
。

　

申
込
用
紙
は
、
市
内
の
金
融
機
関
ま

た
は
郵
便
局
に
あ
り
ま
す
。
被
保
険
者

証
ま
た
は
納
税
通
知
書
・
通
帳
・
通
帳

印
を
お
持
ち
に
な
り
「
町
田
市
税
口
座

振
替
申
込
書
」
に
記
入
し
、
お
申
し
込

み
下
さ
い
。

　

な
お
、
口
座
振
替
を
お
申
し
込
み
い

た
だ
い
た
後
、
手
続
き
が
完
了
す
る
ま

で
に
１
〜
２
か
月
を
必
要
と
し
ま
す
。

　

後
日
「
口
座
振
替
開
始
時
期
の
お
知

ら
せ
」
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
そ
れ

ま
で
の
間
は
、
納
税
通
知
書
を
お
使
い

に
な
り
、
金
融
機
関
等
の
窓
口
で
お
支

払
い
下
さ
い
。

【
税
率
等
の
改
定
に
つ
い
て
】

　

市
の
国
民
健
康
保
険
は
約
７
万
５
千

世
帯
、
約　

万
人
の
市
民
の
方
の
健
康

１４

保
持
・
増
進
を
支
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
国
民
健
康
保
険
財
政
を
取

り
巻
く
環
境
は
、
急
速
に
進
む
高
齢
化

に
伴
う
医
療
給
付
費
の
増
加
や
長
引
く

景
気
低
迷
に
よ
る
税
収
へ
の
影
響
な
ど

で
、
非
常
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

本
来
、
国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
及

び
介
護
納
付
金
に
係
わ
る
額
は
、
保
険

税
、
国
庫
負
担
金
等
に
よ
り
賄
う
べ
き

も
の
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
現
実
に

は
、
医
療
給
付
費
、
介
護
納
付
金
の
増

額
か
ら
、
相
当
額
を
一
般
会
計
か
ら
繰

入
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
（
別
表
２

・
３
・
４
）
。

　

こ
れ
ら
を
是
正
し
、
国
民
健
康
保
険

財
政
を
健
全
で
安
定
し
た
も
の
に
す
る

た
め
、
税
率
等
（
別
表
１
）
を
改
定
し

ま
し
た
。
ご
理
解
下
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

◇

□問
 

国
保
年
金
課

資
格
と
課
税
に
つ
い
て
＝
国
保
加
入
係

11
７
２
４
・
２
１
２
４

納
税
に
つ
い
て
＝
納
付
係
11
７
２
４
・

２
１
２
５

医
療
の
給
付
に
つ
い
て
＝
国
保
給
付
係

11
７
２
４
・
２
１
３
０

　子育て支援サービスの充実を図るため子ども家庭支援センターでは様々
な活動をしています。

総合相談
　０歳から１８歳までのお子さんとその家庭の相談をお受けします。子ど
ものこと、家庭のことで悩んでいる方は、下記の相談例以外でも、まず
お電話下さい。
　相談員が随時お受けします。また、子育てに関する情報も提供してい
ます。　

　
　
　
　
　
○親と子の交流スペース
　ほっとしたい時、誰かと話をしたい時、悩んでいる時、来てみません
か（毎週月曜日～金曜日午前９時３０分～午後４時３０分）。
○子ども家庭在宅サービス
〔ショートステイ〕
　保護者の方が、病気、冠婚葬祭、事故、出張などで一時的にお子さん
を養育できない時お預かりします。
〔トワイライトステイ〕
　保護者の方が、仕事や家族の介護等で帰宅が夜間に及ぶときにお子さ
んをお預かりします。
※ショートステイ、トワイライトステイ共に対象年齢は２歳から１２歳未
満です。
〔産後のヘルパー派遣〕
　核家族の方で出産後、援助者がいない方にヘルパーを派遣します。
○子育て支援ネットワーク
　虐待をはじめとする子どもを取り巻く様々な問題を関係機関と連携し
ながら対処します。
○子育てママのしゃべり場
　育児のストレスをおしゃべりで発散してみませんか。日程については
広報でお知らせします。

東京都養育家庭制度
　様々な理由で親と一緒に暮らせない子どもたちを養子縁組を目的にし
ないで家庭に迎え家族と一緒に生活し、養育していただく制度です。
○「里親ホットサロン」がスタート
　養育家庭の皆さんが、ご苦労や喜びを語り合ったり、講師を招いてお
話を聞いたりします。
　第１回目の「虐待防止センター相談員　岡崎さんを招いて」は次の日
程で行います。ぜひおいで下さい。
　日時　７月１２日午前１０時～正午
　場所　市民フォーラム和室
　また、９月２７日には「ミニ体験発表会」を予定しています。１０月以降
にも月１回程度の企画を予定しています。どなたでも参加できます。

地域で支え合う子育て支援　　　　　　　　　　

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももも家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
森野３丁目１－１６　11７１０・１５２５

介護保険料
納入通知書を
送付します
□問 高齢者福祉課11７２１・３１１０

　

保
険
料
は
今
年
の
住
民
税
課
税
状
況

き
落
と
し
ま
す
。

　

兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
と
記
載
の

あ
る
通
知
書
の
方
に
は
第
１
期
か
ら
第

３
期
ま
で
は
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
　

月
か
ら
は
年
金
か
ら
の
天
引
き
と

１０
な
り
ま
す
の
で
、　

月
以
降
は
納
付
書

１０

で
の
支
払
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
年
度
の
途
中
で　

歳
に
な
っ
た
方

６５

・
年
度
の
途
中
で
他
の
市
町
村
か
ら
転

入
し
た
方

・
年
度
の
途
中
で
所
得
段
階
の
区
分
が

変
更
に
な
っ
た
方

・
年
度
の
初
め
（
４
月
１
日
）
の
時
点

で
老
齢
・
退
職
（
基
礎
）
年
金
を
う
け

て
い
な
か
っ
た
方

　

次
の
よ
う
な
理
由
で
介
護
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
ご
相

談
下
さ
い
。

・
災
害
に
よ
り
住
宅
等
に
著
し
い
損
害

を
受
け
た
場
合

・
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る

者
が
失
業
な
ど
に
よ
り
、
収
入
が
著
し

く
減
少
し
た
場
合

・
生
活
が
著
し
く
困
窮
し
て
い
る
場
合

等
（
介
護
保
険
料
段
階
が
第
１
段
階
・

第
２
段
階
で
、
収
入
が
生
活
保
護
基
準

以
下
な
ど
、
各
種
要
件
を
す
べ
て
満
た

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
）

　

介
護
保
険
料
は
加
入
し
て
い
る
医
療

保
険
の
保
険
料
（
税
）
と
し
て
徴
収
さ

れ
ま
す
。
保
険
料
額
や
計
算
方
法
は
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
現
在
加
入
し
て

い
る
健
康
保
険
組
合
等
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

等
に
応
じ
て
、
基
準
額
を
も
と
に
６
段

階
に
設
定
し
て
い
ま
す
（
＝
図
１
）
。

別表１　税率等
介　護　分医　療　分

改定後改定前改定後改定前
０．９９％０．９５％５．００％４．８５％所　得　割　額

７，２００円６，６００円２３，４００円２２，２００円均　等　割　額
（１人当たり）

改定無し２，７００円改定無し１２，０００円平　等　割　額
（１世帯当たり）

改定無し ８万円改定無し　５３万円限　　度　　額
（１世帯当たり）

表１

図１　介護保険料は所得に応じてきまります。
　　　あなたの介護保険料は？　　　　　　　月額基準額：３，７００円

単位　千円別表２　医療給付費
１６年度見込１５年度１４年度（１１か月分）１３年度１２年度
１９，５６５，０２９１８，１６３，８８６１４，９９６，７８４１５，４９３，９０７１４，９２９，５２５

単位　千円別表３　介護納付金の額
１６年度見込１５年度１４年度１３年度１２年度
１，８４２，４４９１，５１５，８５０１，２９０，８７５１，２１２，１１１１，０３７，２９７

単位　万円
別表４　国民健康保険事業への一般会計からの繰入金

（カッコ内は医療費分及び介護分）
１６年度見込１５年度１４年度１３年度１２年度
３３５，６０３
（２０９，２５３）

３１１，４７６
（１８９，８３８）

２５２，７１９
（１５４，８６７）

３３４，９３９
（２４３，４１８）

２３７，０００
（１４３，７６８）
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介護保険給付費の負担割合
（利用者負担の１割を除く）

☆親の悩み　　
☆僕の悩み、私の悩み

☆その他
・近所の家の親子が心配
・親が病気や出産の時、子どもは…
・ひとり暮らしが不安で…　

〔相談例〕


